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厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 

 

 

 東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応等についてお示しし

た「東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特

例措置等について」（平成２３年３月１１日雇児総発 0311第１号・社援総発 0311

第１号・障企発 0311第１号・老総発 0311第１号）を補足するため、平成２３

年３月２５日付事務連絡により、「保育所に係る「東北地方太平洋沖地震」Ｑ＆

Ａ」（以下Ｑ＆Ａ）を発出したところです。 

今般、Ｑ＆Ａの質問１９において別途お示しすることとしていた、４月以降

の保育所運営費の取扱い等について、Ｑ＆Ａに追加（質問２０～２１）しまし

たので連絡いたします。 

 

 また、このほかにも疑義等があれば、随時御照会くださいますようお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育担当部局 御中 

＜照会先＞ 

厚生労働省 

雇用均等・児童家庭局保育課 

代表：０３－５２５３－１１１１ 

直通：０３－３５９５－２５４２ 

○全般   企画調整係 田上、高橋、渡部(内 7920) 

○Ｑ14～22 運営費係  芝海、当新   (内 7929) 

○Ｑ24～25 地域保育係 平山、有川、島田(内 7928) 


